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告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
カ
メ
ラ
ー
デ
ン 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

本
吉
谷 

了
介 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
千
間
台
西
三
丁
目
三
番
地
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
七
―
三
百
三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

 

こ
の
法
人
は
、
車
い
す
な
ど
福
祉
用
具
の
開
発
・
製
造
・
改
造
・
修
理
・
販
売
、
福
祉
用
具

の
貸
与
、
障
が
い
者
・
高
齢
者
等
の
自
立
生
活
支
援
お
よ
び
災
害
被
災
地
の
支
援
を
と
お
し
て
、

地
域
社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
企
業
・
市
民
・
行
政
と
の
連
携
・
協
業
に
よ
る
ま

ち
づ
く
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
七
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
九
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
っ
と
ポ
ッ
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

宮 

澤 
 

 

進 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
太
田
一
丁
目
二
番
十
四
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
生
活
困
窮
者
・
野
宿
生
活
者
等
が
個
々
に
応
じ
た
自
立
生
活
を

営
め
る
よ
う
、
社
会
福
祉
士
等
に
よ
る
相
談
支
援
を
提
供
す
る
と
共
に
、
貧
困
問
題
と
そ
の
支

援
を
広
く
啓
発
・
啓
蒙
し
、
貧
困
問
題
解
消
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
人
権
尊
重
と
社
会
正
義
の
理
念
に
基
づ
き
、
生
活
に
困
窮
す
る
人

び
と
に
対
す
る
社
会
福
祉
士
等
に
よ
る
専
門
的
相
談
・
支
援
活
動
を
通
し
て
、
貧
困
問
題
を
根

絶
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
八
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十

八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
九
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更

新
に
つ
い
て
）
に
係
る
東
入
間
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

東
入
間
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
九
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十

八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
二
十
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更

新
に
つ
い
て
）
に
係
る
野
上
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

野
上
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
三
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十

八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
八
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更

新
に
つ
い
て
）
に
係
る
白
石
山
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

白
石
山
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
八
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
一
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十

八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
二
十
一
号
（
鳥
獣
保
護
区
の

更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
秋
平
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

秋
平
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
二
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十

八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
二
十
二
号
（
鳥
獣
保
護
区
の

更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
小
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

小
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
二
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 
 

 

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
三
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十

八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
五
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更

新
に
つ
い
て
）に
係
る
児
玉
白
楊
高
等
学
校
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

児
玉
白
楊
高
等
学
校
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

県
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
四
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

    

比
企
東
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）      

 

二  

区
域 

    

吉
見
町
大
字
中
曽
根
地
内
の
比
企
北
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
と
北
荒
川
緑
地
公

園
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
北
荒
川
緑
地
公
園

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
に
沿
っ
て
南
東
の
ち
南
に
進
み
、
荒
川
指
定
猟
法
禁
止
区
域

（
鉛
散
弾
の
使
用
禁
止
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
荒
川
右
岸
の
堤
防
に
沿
っ
て
南
東

の
ち
南
に
進
み
、
川
島
町
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
線
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、

市
野
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
特
定
猟
具
使
用 

 
 

 
 

禁
止
区
域
（
銃
）
に
沿
っ
て
進
み
、
比
企
北
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
に
沿
っ
て
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で

囲
ま
れ
た
区
域
か
ら
、
平
成
十
九
年
十
月
三
十
日
付
け
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
一
号
で
告

示
し
た
比
企
北
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
を
除
く
区
域 

（
千
五
百
五
十
九
・
四
ヘ

ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

    

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

    

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
五
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

熊
谷
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

熊
谷
市
（「
大
字
」
削
除
）
代
地
内
に
お
け
る
一
般
国
道
十
七
号
バ
イ
パ
ス
と
一
般
国
道
四
百

七
号
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
一
般
国
道
四
百
七
号
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
熊
谷

市
道
二
万
三
百
九
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、

熊
谷
市
道
二
万
四
百
七
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進

み
、
一
般
県
道
太
田
熊
谷
線
と
熊
谷
市
道
二
万
四
百
七
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
主
要
地
方
道
熊
谷
館
林
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
一
般
県
道
上
中
条
斉
条
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
熊
谷
市
と
北
埼
玉
郡
南
河
原
村(
旧
）
の
境
界
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
熊
谷
市
道
三
万
百
八
十
三
号
線
と
の

接
点
を
経
て
、
同
境
界
と
行
田
市
の
境
界
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
熊
谷
市
と
行
田
市
の

境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
般
国
道
百
二
十
五
号
バ
イ
パ
ス
を
経
て
南
に
進
み
、
一
般
国
道

十
七
号
バ
イ
パ
ス
を
経
て
熊
谷
市
道
六
万
百
二
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
熊

谷
市
と
行
田
市
の
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
秩
父
鉄
道
と
の
交
点
を
経
て
南
東
に
進
み
、
Ｊ

Ｒ
上
越
新
幹
線
と
の
交
点
を
経
て
南
西
に
進
み
、
熊
谷
市
道
六
万
四
百
四
十
一
号
線
と
の
接
点

を
経
て
東
に
進
み
、
Ｊ
Ｒ
高
崎
線
と
の
交
点
を
経
て
南
に
進
み
、
熊
谷
市
と
行
田
市
と
鴻
巣
市

の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
熊
谷
市
と
鴻
巣
市
の
境
界
に
沿
っ
て
南
東
の
ち
南
西

に
進
み
、
熊
谷
市
久
下
三
千
八
百
三
十
六
の
一
番
地
先
の
一
級
河
川
荒
川
左
岸
の
河
川
境
界
付

近
に
設
置
さ
れ
て
い
る
堤
防
表
法
先
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
表
法
先
に
沿
っ
て
北

西
に
進
み
、
一
般
県
道
冑
山
熊
谷
線
（
新
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ

て
南
西
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
左
岸
堤
外
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
般
県
道
胄
山
熊
谷
線
（
旧
）
と
の
接
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
左
岸
河
川
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、

同
左
岸
河
川
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
般
国
道
四
百
七
号
と
の
交
点
を
経
て
、
さ
ら
に

同
左
岸
河
川
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
般
県
道
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園
広
瀬
線
と
の
交
点
を

経
て
、
さ
ら
に
同
左
岸
河
川
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
深
谷
東
松
山
線
（
押
切

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
六
号



橋
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
右
岸

河
川
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
右
岸
河
川
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
一
般
県

道
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園
広
瀬
線
と
の
交
点
を
経
て
、
さ
ら
に
同
右
岸
河
川
境
界
に
沿
っ
て
東
に

進
み
、
一
般
国
道
四
百
七
号
と
の
交
点
を
経
て
、
さ
ら
に
同
右
岸
河
川
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進

み
、
熊
谷
市
村
岡
二
千
二
百
四
十
五
番
地
の
一
先
の
一
級
河
川
荒
川
右
岸
堤
外
管
理
用
道
路
と

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
北
の
ち
西
の
ち
北
東
に
進
み
、
熊
谷

市
と
旧
大
里
郡
大
里
町
と
の
境
界
を
経
て
、
さ
ら
に
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、

一
般
県
道
胄
山
熊
谷
線
（
旧
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
東
の
ち

南
に
進
み
、
熊
谷
市
道
大
里
三
百
四
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿

っ
て
西
に
進
み
、
熊
谷
市
道
大
里
百
三
十
一
号
線
の
延
長
戦
の
北
東
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

市
道
百
三
十
一
号
線
に
向
か
っ
て
進
み
、
同
市
道
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南

西
に
進
み
、
熊
谷
市
道
大
里
五
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

北
西
に
進
み
、
熊
谷
市
道
大
里
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南

に
進
み
、
熊
谷
市
道
大
里
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進

み
、
熊
谷
市
道
大
里
五
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進

み
、
熊
谷
市
道
大
里
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、

熊
谷
市
道
大
里
二
百
二
十
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進

み
、
一
般
国
道
四
百
七
号
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一

級
河
川
和
田
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
熊
谷
市(

旧
）

と
大
里
郡
江
南
町(

旧
）
と
比
企
郡
滑
川
町
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
熊
谷
市

と
比
企
郡
滑
川
町
の
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
級
河
川
和
田
川
に
架
か
る
高
根
橋
と
の
交

点
を
経
て
南
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
深
谷
東
松
山
線
と
の
接
点
を
経
て
北
西
に
進
み
、
熊
谷

市
と
比
企
郡
滑
川
町
と
同
郡
嵐
山
町
の
境
界
と
の
接
点
を
経
て
、
熊
谷
市
と
比
企
郡
嵐
山
町
の

境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
熊
谷
市
と
深
谷
市
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

境
界
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
主
要
地
方
道
熊
谷
寄
居
線
と
の
交
点
を
経
て
、
北
に
進
み
、
熊

谷
市(

旧
）
と
大
里
郡
江
南
町(

旧
）
と
深
谷
市
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
熊
谷

市
と
深
谷
市
の
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
秩
父
鉄
道
と
の
接
点
を
経
て
東
に
進
み
、
一
般
国

道
百
四
十
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
熊
谷
市
と
深
谷
市
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進

み
、
一
般
国
道
百
四
十
号
バ
イ
パ
ス
と
の
交
点
を
経
て
北
に
進
み
、
主
要
地
方
道
熊
谷
児
玉
線

と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
熊
谷
市
道
四
万
百
九
十

一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
熊
谷
市
と
深
谷
市
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、

熊
谷
市(

旧
）
と
深
谷
市(

旧
）
と
大
里
郡
川
本
町(

旧
）
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
熊
谷
市
と
深
谷
市
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
熊
谷
市
道
四
万
百
八
十
三
号
線
と
の

接
点
を
経
て
北
東
に
進
み
、
熊
谷
市
道
四
万
百
八
十
号
線
と
の
接
点
を
経
て
北
東
に
進
み
、
熊



谷
市
道
百
二
十
八
号
線
と
の
接
点
を
経
て
北
西
に
進
み
、
熊
谷
市
道
四
万
九
十
九
号
線
と
の
接

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
熊
谷
市
と
深
谷
市
の
境
界
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
熊
谷
市
道
四
万
四
十
一
号
線
と
の
接
点
を
経
て

南
東
に
進
み
、
熊
谷
市
道
四
万
三
十
一
号
線
と
の
接
点
を
経
て
北
東
に
進
み
、JR

高
崎
線
を
経

て
北
西
に
進
み
、
熊
谷
市
道
四
万
一
号
線
と
の
接
点
を
経
て
北
東
に
進
み
、
一
般
県
道
原
郷
熊

谷
線
と
の
接
点
を
経
て
南
東
に
進
み
、
一
般
国
道
十
七
号
バ
イ
パ
ス
と
の
交
点
を
経
て
北
に
進

み
、
一
級
河
川
福
川
と
の
接
点
を
経
て
東
に
進
み
、
熊
谷
市(

旧
）
と
深
谷
市
と
大
里
郡
妻
沼

町(

旧
）
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
熊
谷
市(

旧
）
と
大
里
郡
妻
沼
町(

旧
）
の

境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
一
般
県
道
新
堀
尾
島
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道

に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
同
県
道
と
一
級
河
川
福
川
左
岸
の
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
同
管
理
用
道
路
と
上
空
の
東
京
電
力
送

電
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
送
電
線
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
同
送
電
線
と
一
級
河

川
福
川
右
岸
の
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
北
東

に
進
み
、
同
管
理
用
道
路
と
熊
谷
市
道
一
万
七
十
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市

道
一
万
七
十
号
線
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
同
市
道
一
万
七
十
号
線
と
同
市
道
一
万
九
十
二
号
線

と
の
接
点
に
至
り
、
同
市
道
一
万
九
十
二
号
線
に
沿
っ
て
南
南
東
に
進
み
、
熊
谷
市
（「
大
字
」

削
除
）
西
別
府
地
内
に
お
い
て
同
市
道
一
万
九
十
二
号
線
と
別
府
沼
落
し
用
水
路
右
岸
と
の
接

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水
路
右
岸
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
同
用
水
路
右
岸
と
一
般
国

道
十
七
号
バ
イ
パ
ス
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
，
起
点

に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
か
ら
、
平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
二
十

一
号
で
告
示
し
た
荒
川
大
麻
生
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
及
び
平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日
埼
玉

県
告
示
第
二
千
七
号
で
告
示
し
た
立
正
大
学
・
文
殊
寺
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
を
除
い
た
区
域

（
面
積
八
千
九
百
三
十
三
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

黒
浜
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
篠
津
地
内
に
お
い
て
、
主
要
地
方
道
さ
い
た
ま
栗
橋
線
と
黒
沼
用
水

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
用
水
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
Ｊ
Ｒ
東
北
新
幹
線
と
の
交
点
を
経

て
主
要
地
方
道
春
日
部
菖
蒲
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
東
に
進

み
、
Ｊ
Ｒ
東
北
本
線
と
の
交
点
を
経
て
東
北
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
自

動
車
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
南
埼
玉
郡
白
岡
町
と
蓮
田
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
南
埼
玉
郡
白
岡
町
と
さ
い
た
ま
市
と
蓮
田
市
の
境
界

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
さ
い
た
ま
市
と
蓮
田
市
の
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
一

般
県
道
蓮
田
杉
戸
線
と
の
交
点
を
経
て
蓮
田
市
道
千
五
百
二
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
蓮
田
市
道
千
四
百
九
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
蓮
田
市
道
二
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
蓮
田
市
道
千
五
百
九
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
蓮
田
市
道
千
五
百
七
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
蓮
田
市
道
二
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
般
県
道
蓮
田
杉
戸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
一
級
河
川
元
荒
川
と
の
交
点
を
経
て
蓮
田
市
道
二
十
三

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
蓮
田
市
道
八
百
五
十

七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
蓮
田
市
道
八
百
四
十

一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
蓮
田
市
道
八
百
五
十

八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
蓮
田
市
道
八
百
六
十

一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
東
北
自
動
車
道
と

の
交
点
を
経
て
蓮
田
市
道
四
十
号
線
と
同
市
道
千
九
百
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
市
道
四
十
号
線
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
蓮
田
市
と
さ
い
た
ま
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
蓮
田
市
と
上
尾
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
蓮
田
市
と
北
足
立
郡
伊
奈
町
の
境
界
と
の
交
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
蓮
田
市
道
六
百
五
十
四
号
線
と
の
交
点

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
七
号



に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
蓮
田
市
道
六
百
二
十
一
号
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
蓮
田
市
道
五
十
五
号
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
一
般
国
道
百
二
十
二
号
と
の
接
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
蓮
田
市
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
と
の
境
界
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
二
千
百
五
十
六
号
線
と
同
町
道
二
千
百

四
十
一
号
線
の
交
点
の
真
南
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
白
岡
町
道
二
千
百
五
十
六
号
線
へ
向
か
っ

て
北
に
進
み
、
白
岡
町
道
二
千
百
五
十
六
号
線
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に

進
み
、
白
岡
町
道
二
千
百
五
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北

に
進
み
、
白
岡
町
道
百
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進

み
、
白
岡
町
道
二
千
百
八
十
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
に

進
み
、
さ
ら
に
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
白
岡
町
道
二
千
百
八
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
二
千
百
二
十
一
号
線
と
の
接
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
二
千
百
二
十
二
号
線
と
の

接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
二
千
百
二
十
三
号
線

と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
二
百
十
一
号
線

と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
二
千
百
九
十
一

号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
二
千
百
九
十
一
号
線
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、

南
埼
玉
郡
白
岡
町
と
久
喜
市
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
起

点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
野
牛
地
内
に
お
い
て
、
東
北
自

動
車
道
と
白
岡
町
道
二
百
三
十
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て

北
東
に
進
み
、
Ｊ
Ｒ
東
北
本
線
と
の
交
点
を
経
て
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
の
境
界
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千
二
十
三
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千
四
百
十
七
号
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千
四
百
二
十
九

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千
七
十

号
線
を
経
て
白
岡
町
道
七
千
四
百
三
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿

っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千
四
百
七
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道

に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千
八
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道

に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千
四
百
七
十
一
号
線
を
経
て
同
町
道
百
二
十
七
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
白
岡
町
道
二
百
十
二
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一
級
河
川
姫
宮
堀
川
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
白
岡
町
道
百
二
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
東
北
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地



点
か
ら
同
自
動
車
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
（
面
積
二
千

四
百
八
十
七
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 
存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

    

北
荒
川
緑
地
公
園
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
今
泉
地
内
に
お
け
る
県
道
今
泉
・
東
松
山
線
と
文
覚
排
水
路
右
岸
と
の

交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
文
覚
排
水
路
右
岸
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
比
企
郡
吉
見
町

と
熊
谷
市
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を
右
折
し
て
比
企
郡
吉
見
町
と
熊
谷
市
と
の

境
界
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
級
河
川
和
田
吉
野
川
と
の
交
点
を
経
て
更
に
北
東
に
進
み
、

一
級
河
川
荒
川
右
岸
に
至
り
、
同
地
点
を
右
折
し
て
一
級
河
川
荒
川
右
岸
に
沿
っ
て
南
東
に
進

み
、
一
級
河
川
和
田
吉
野
川
と
の
接
点
を
経
て
更
に
南
東
に
進
み
、
比
企
郡
吉
見
町
と
鴻
巣
市

と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を
右
折
し
て
比
企
郡
吉
見
町
と
鴻
巣
市
と
の
境
界
に
沿

っ
て
南
に
進
み
、
県
道
東
松
山
・
鴻
巣
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を
右
折
し
て
県
道
東
松

山
・
鴻
巣
線
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
比
企
郡
吉
見
町
と
鴻
巣
市
と
の
境
界
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
境
界
を
南
に
進
み
、
吉
見
町
道
五
千
七
号
線
と
鴻
巣
市
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
吉
見
町
道
百
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
吉
見
町
道
五
千
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
吉
見
町
道
五
千
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を

直
進
し
、
吉
見
町
道
五
千
五
百
五
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て

北
西
に
進
み
、
県
道
東
松
山
・
鴻
巣
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を
左
折
し
て
県
道
東
松
山
・

鴻
巣
線
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
文
覚
排
水
路
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を
右
折
し
て
文

覚
排
水
路
右
岸
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
。（
三
百
九
十
九
・

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 

銃
器 

 
 

 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
八
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

久
喜
・
幸
手
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

久
喜
市
久
喜
東
四
丁
目
地
内
に
お
い
て
、
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
宮
代
町
の
境
界
と
久
喜
市
道

久
喜
二
百
四
十
二
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
宮
代
町
の

境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
宮
代
町
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
の
境
界
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
除
堀

と
久
喜
市
菖
蒲
町
河
原
井
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
除
堀
と

久
喜
市
菖
蒲
町
河
原
井
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
除
堀
と
久
喜
市
菖
蒲
町
河
原

井
と
久
喜
市
菖
蒲
町
台
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
除
堀
と
久
喜
市
菖
蒲
町
台
の
境

界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
級
河
川
庄
兵
衛
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
河
川
に
沿
っ
て
南

東
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
二
百
二
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿

っ
て
北
東
に
進
み
、
県
道
下
早
見
・
菖
蒲
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を
直
進
し
、
久
喜
市

道
久
喜
三
千
五
十
一
号
線
を
経
て
久
喜
市
道
久
喜
三
千
四
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
三
千
三
百
六
十
五
号
線
を
経
て
一
級

河
川
備
前
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
河
川
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜
千
百
二

十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
久
喜

千
百
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道

久
喜
千
二
百
五
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、

久
喜
市
道
千
百
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一

級
河
川
備
前
前
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
河
川
に
沿
っ
て
北
東
に
沿
っ
て
進
み
、
久
喜
市
道

久
喜
千
四
百
五
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、

久
喜
市
道
久
喜
千
四
百
五
十
三
号
線
・
久
喜
市
道
久
喜
千
四
百
五
十
二
号
線
・
久
喜
市
道
久
喜

千
二
十
七
号
線
を
経
て
、
久
喜
市
道
久
喜
二
十
二
号
線
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
北
西
に
進
み
、
一
級
河
川
備
前
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
河
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、

久
喜
市
道
久
喜
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久

喜
市
北
中
曽
根
と
久
喜
市
菖
蒲
町
三
箇
と
久
喜
市
菖
蒲
町
台
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら

久
喜
市
北
中
曽
根
と
久
喜
市
菖
蒲
町
三
箇
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
北
中
曽
根

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
九
号



と
久
喜
市
菖
蒲
町
三
箇
と
久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
北
中

曽
根
と
久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
と
の
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
北
中
曽
根
と
久
喜
市

菖
蒲
町
菖
蒲
と
加
須
市
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
と
加
須
市
と
の
境
界
に
沿
っ
て

北
西
に
進
み
、
久
喜
市
六
万
部
と
久
喜
市
中
妻
と
加
須
市
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜

市
六
万
部
と
久
喜
市
中
妻
の
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
上
清
久
と
久
喜
市
中
妻
の

境
界
、
久
喜
市
下
清
久
と
久
喜
市
久
本
寺
の
境
界
を
経
て
久
喜
市
下
清
久
と
久
喜
市
久
本
寺
と

久
喜
市
上
早
見
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
上
早
見
と
久
喜
市
久
本
寺
と
の
境
界

に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
久
喜
市
久
喜
本
と
久
喜
市
久
本
寺
と
の
境
界
、
久
喜
市
久
喜
新
と
久
喜

市
久
本
寺
と
の
境
界
、
久
喜
市
久
喜
本
と
久
喜
市
久
本
寺
と
の
境
界
、
久
喜
市
久
喜
本
と
久
喜

市
上
内
と
の
境
界
、
久
喜
市
野
久
喜
と
久
喜
市
上
内
と
の
境
界
、
久
喜
市
古
久
喜
と
久
喜
上
内

と
の
境
界
を
経
て
、
一
級
河
川
青
毛
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て

南
東
に
進
み
、
東
大
鏡
橋
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
野
久
喜
と
久
喜
市
鷲
宮
と
の
境
界
に

沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
古
久
喜
と
久
喜
市
鷲
宮
と
の
境
界
を
経
て
、
久
喜
市
古
久
喜
と

久
喜
市
鷲
宮
と
久
喜
市
西
大
輪
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市
古
久
喜
と
久
喜
市
西

大
輪
と
の
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
野
久
喜
及
び
古
久
喜
と
久
喜
市
西
大
輪
と
の

境
界
、
久
喜
市
野
久
喜
と
久
喜
市
西
大
輪
と
の
境
界
、
久
喜
市
青
毛
と
久
喜
市
西
大
輪
と
の
境

界
を
経
て
、
葛
西
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水
路
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、

幸
手
市
中
五
丁
目
に
お
い
て
幸
手
市
道
三
百
九
十
一
号
線
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
三

百
八
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
幸
手
市
道

三
百
九
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
幸
手
市

道
四
百
三
号
線
を
経
て
、
幸
手
市
道
三
百
五
十
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
西
に

進
み
、
幸
手
市
道
二
百
八
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に

進
み
、
さ
ら
に
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
二
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
四
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
三
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市
と
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町
の
境
界
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
香
日
向
三
丁
目
の
千
塚
西
公
園
に

沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
七
十
三
号
線
を
経
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
二
―
二
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
六
十
三
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
七
十
七
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
道
七
百
六
十
八
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
般
県
道
加
須
幸
手
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市
と
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町



の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
さ
ら
に
同
境
界
に
沿

っ
て
北
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
二
―
四
号
線
、
幸
手
市
道
二
百
八
号
線
、
幸
手
市
道
百
七
号
線
、

幸
手
市
道
百
六
号
線
及
び
幸
手
市
道
百
五
号
線
を
経
て
、
幸
手
市
道
千
五
十
三
号
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
五
十
七
号
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
五
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
八
百
六
十
六
号
線
を
経
て
幸
手

市
道
千
七
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
幸
手
市

道
千
八
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市

道
千
七
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
幸
手
市
道

千
七
十
六
号
線
を
経
て
権
現
堂
川
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用
水
路
に
沿
っ

て
北
西
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
八
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
南
に
進
み
、
一
般
国
道
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、

幸
手
市
道
千
九
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸

手
市
道
一
―
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
六
百

六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
六
百
二

十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
百
五

十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
八

百
九
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
般
県
道
並

塚
幸
手
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
幸
手
市
道
千
九
百
二
十
八
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
幸
手
市
と
北
葛
飾
郡
杉

戸
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
一
般
国
道
四
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
東
南
に
進
み
、
さ
ら
に
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西

に
進
み
、
主
要
地
方
道
岩
槻
幸
手
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
を
南
に
進
み
、

南
埼
玉
郡
宮
代
町
と
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西

に
進
み
、
宮
代
町
道
千
三
百
九
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、

宮
代
町
道
千
三
百
九
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
宮
代
町

道
六
百
六
十
九
号
線
を
経
て
宮
代
町
道
六
百
七
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
町
道
に
沿
っ

て
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
七
十
号
線
に
入
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
宮
代
町
道
六

百
五
十
五
号
線
に
入
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
宮
代
町
の
境

界
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
（
三
千

ニ
百
六
十
三
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 



銃
器 



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

井
沼
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

蓮
田
市
大
字
根
金
地
内
に
お
い
て
、
一
般
国
道
百
二
十
二
号
線
と
県
道
上
尾
久
喜
線
と
の
交

点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
蓮
田
市
道
五
十
五
号
線
と
の
接

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
蓮
田
市
道
六
百
二
十
一
号
線
と
の
接

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
見
沼
代
用
水
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
用
水
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
蓮
田
市
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
と
の
境
界
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
一
般
国
道
百
二
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
（
面
積
三
百
三
十

六
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

銃
器 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

菖
蒲
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
地
内
に
お
い
て
、
県
道
北
根
・
菖
蒲
線
と
久
喜
市
道
菖
蒲
九
号
線
と
の

交
点
を
起
点
と
し
、
久
喜
市
道
菖
蒲
九
号
線
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
五
十
五

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
国
道
百
二
十
二
号
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
五
十
一
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
国
道
百
二
十
二
号
線
バ
イ

パ
ス
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
加
須
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
百
三
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
百
三
十
一
号
線
と
の
接

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
百
二
十
六
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
八
百
十
九

号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
百

二
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
加
須
市
と
の
境

界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
五
十
一
号
線
と
の

接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
百
六
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
百
十
三
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
百
十
四
号

線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
百
二

十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
一

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
二
百

七
十
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲

千
二
百
七
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜

市
道
菖
蒲
千
二
百
七
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進

み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、

久
喜
市
道
菖
蒲
千
二
百
七
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東

に
進
み
、
久
喜
市
北
中
曽
根
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
一
号



久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
八
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西

に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
五
百
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
八
百
二
十
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市

道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
六
十
号
線
を
直
進
し
、
久
喜
市
道
菖
蒲
五
号
線
と

の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
四
百
八
十

九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千

四
百
九
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市

道
菖
蒲
二
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜

市
道
菖
蒲
千
四
百
五
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進

み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、

久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
八
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西

に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
四
百
二
十
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿

っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
四
百
二
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
四
百
二
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
六
十
二
号
線
か
ら
延
長
し
た

直
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
一
級
河
川
星
川
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
さ
い
た
ま
・
菖
蒲
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
七
号
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
二
十
号
線
と
の

接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
二
十
二

号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七

百
四
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
見
沼
代
用

水
路
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
水
路
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
十
三
号
線
を

東
に
延
長
し
た
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
久
喜
市
道

菖
蒲
二
千
百
八
十
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
久

喜
市
道
菖
蒲
二
千
百
八
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進

み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
百
八
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

北
東
に
進
み
、
附
廻
堀
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
堀
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二

千
百
七
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
堀
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖

蒲
二
千
百
七
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
堀
を
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
川

越
・
栗
橋
線
を
直
進
し
、
久
喜
市
道
菖
蒲
五
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市

道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
県
道
北
根
・
菖
蒲
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に

沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
。
（
面
積
四
百
四
十
四
・
〇
ヘ
ク
タ

ー
ル
） 



三 

存
続
期
間 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 
禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

 

銃
器 

  



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 

児
玉
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

本
庄
市
児
玉
町
児
玉
地
内
に
お
い
て
、
一
般
国
道
二
百
五
十
四
号
と
本
庄
市
道
一
級
四
号
線

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
一
級
四
号
線
に
沿
っ
て
南
西
の
ち
北
西
に
進
み
、

同
市
道
二
―
千
二
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、

同
市
道
二
―
千
二
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、

一
般
国
道
四
百
六
十
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
同

市
道
一
級
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
同
市
道
二

―
千
二
百
八
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
同
市

道
二
―
二
百
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
同

市
道
二
―
二
百
三
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、

本
庄
市
と
神
川
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
本
庄
市
道

一
―
四
百
五
十
四
号
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
を
北
東
に
進
み
、
同
市
道
一
―

四
百
五
十
五
号
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
同
市
道
五

―
五
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
般
国
道

二
百
五
十
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
同
国
道
バ
イ
パ
ス
を
経
由

し
て
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
。（
三
百
四
十
六
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
二
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 

小
林
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

久
喜
市
菖
蒲
町
小
林
地
内
に
お
い
て
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
七
百
四
十
七
号
線
を
延
長
し
た

直
線
と
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
二
百
五
十
三
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
久
喜
市

道
菖
蒲
二
千
二
百
五
十
三
号
線
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
五
十
二
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
附
廻
堀
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
堀
を
東
に
進
み
、
主
要
地
方
道
川
越
・
栗
橋
線
を
直
進
し
、
同
堀
を
東
に
進
み
、
久

喜
市
道
菖
蒲
二
千
百
七
十
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
堀
を
南
に
進
み
、
久
喜

市
道
菖
蒲
二
千
百
七
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
堀
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、

久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
百
八
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西

に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
百
八
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿

っ
て
南
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
百
八
十
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市

道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市

道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
同
市
道
を
延
長
し
た
線
と
見
沼
代
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
用
水
路
を
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
四
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
五
十
九
号
線
と
の
接
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
十
一
号
線
を
直
進
し
、

久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
四
十
五
号
線
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
を
南
東
に
進
み
、

久
喜
市
菖
蒲
町
柴
山
枝
郷
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
柴
山
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
見
沼
代
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
用

水
路
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一
級
河
川
隼
人
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に

沿
っ
て
西
に
進
み
、
久
喜
市
菖
蒲
町
柴
山
枝
郷
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
柴
山
の
境
界
と
の
接

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
さ
ら
に
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進

み
、
さ
ら
に
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
六
百
九
十
一
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
六
百
九
十
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四

百
七
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
三
号



蒲
二
千
七
百
四
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
首

都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
（
都
市
計
画
決
定
路
線
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
自
動

車
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
三
百
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
十
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
十
二
号
線
と
の
接
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
九
号
線
と

の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
一

号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
県
道
下
石
戸
上
・
菖

蒲
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千

四
百
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
主
要
地
方
道
川

越
・
栗
橋
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道

菖
蒲
二
千
七
百
四
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、

久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
三
百
九
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北

東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
四
百
四
十
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道

に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
三
百
四
十
九
号
線
を
経
由
し
て
、
県
道
笠
原
・

菖
蒲
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
十
四

号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千

三
百
四
十
八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市

道
菖
蒲
二
千
七
百
四
十
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進

み
、
一
級
河
川
野
通
川
を
越
え
、
久
喜
市
道
菖
蒲
二
千
二
百
五
十
三
号
線
の
起
点
に
至
る
線
で

囲
ま
れ
た
区
域
。
（
面
積
四
百
四
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 

白
岡
第
二
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
寺
塚
地
内
に
お
い
て
、
東
北
自
動
車
道
と
主
要
県
道
春
日
部
菖
蒲
線

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千
五
百

五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千
二

百
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
白
岡
町
道
七
千

二
百
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
白
岡
町
道

七
千
二
百
二
十
号
線
及
び
白
岡
町
道
七
千
二
百
三
十
一
号
線
を
経
由
し
て
一
級
河
川
姫
宮
落

川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
主
要
地
方
道
さ
い
た
ま

幸
手
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
百
五
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
百
六
号
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
九
千
四
百
二
十
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
白
岡
町
道
九
千
百
四
十

二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
白
岡
町
道
二
百
十

三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
白
岡
町
道
百
四
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
さ
い
た
ま
幸

手
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
南
埼
玉
郡
白
岡
町
と

さ
い
た
ま
市
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
へ
進
み
、
南

埼
玉
郡
白
岡
町
と
さ
い
た
ま
市
と
蓮
田
市
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
南
埼
玉

郡
白
岡
町
と
蓮
田
市
と
の
境
界
に
沿
っ
て
西
へ
進
み
、
東
北
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
自
動
車
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
。
（
五
百
．

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

銃
器 

 埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
四
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 

三
箇
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

久
喜
市
菖
蒲
町
三
箇
地
内
に
お
い
て
、
主
要
地
方
道
さ
い
た
ま
・
菖
蒲
線
と
一
級
河
川
星
川

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七

百
六
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
般
国
道

百
二
十
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を
直
進
し
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
四
百
二
十
六
号
線
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
四
百
二
十
五
号
線
と

の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
四
百
二
十

七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千

七
百
八
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
久
喜
市
道

菖
蒲
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖

蒲
千
四
百
五
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久

喜
市
道
菖
蒲
二
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、

久
喜
市
道
菖
蒲
千
四
百
九
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東

に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
四
百
八
十
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿

っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
六
十
号
線
を
直
進
し
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
八
百
二
十
三
号
線

と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
五
百
十

三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
菖
蒲
町
三

箇
と
久
喜
市
北
中
曽
根
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
東
に
進

み
、
久
喜
市
菖
蒲
町
三
箇
と
久
喜
市
清
久
町
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て

南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北

に
進
み
、
一
級
河
川
備
前
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に
沿
っ
て
南
東
に
進

み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
五
百
四
十
三
号
線
を
延
長
し
た
直
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら

同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
県
道
下
早
見
菖
蒲
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県

道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道

に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
一
級
河
川
庄
兵
衛
堀
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
川
に

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
五
号



沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
菖
蒲
町
台
と
久
喜
市
江
面
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か

ら
同
市
道
を
西
に
進
み
、
久
喜
市
菖
蒲
町
台
と
久
喜
市
江
面
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
春
日
部
・
菖
蒲
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
境
界
を
南
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
六
百
六
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
六
百
五
十
九
号
線
と
の
接
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
一
三
号
線
と
の
接
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一
級
河
川
星
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら

同
河
川
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
般
国
道
百
二
十
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
一
級

河
川
星
川
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
六
百
七
十
八
号
線
と
の
接
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
と
南
埼
玉
郡
白
岡
町
と
の
境

界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
六
百
八
十
号
線

の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
を
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
千
七
百
二
十
号
線
と
の
接

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
四
十
四
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百

四
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖

蒲
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
を
直
進
し
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
五
十
九
号
線
を

北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
四
十
八
号
線
と
の
接
続
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市

道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
二
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点

か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
千
七
百
二
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
久
喜
市
道
菖
蒲
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
さ
い
た
ま
・
菖
蒲
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
を
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
。
（
面
積
五
百

七
十
五
・
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

銃
器 



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

有
間
ダ
ム
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
六
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

国
神
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
九
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
七
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

上
里
町
烏
山
・
神
流
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
九
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
八
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

金
勝
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
六
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
九
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

金
仙
寺
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
九
十
二
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

太
田
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
九
十
三
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
一
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

秩
父
ミ
ュ
ー
ズ
パ
ー
ク
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
九
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
二
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

羽
生
水
郷
公
園
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
二
十
三
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
三
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

三
ッ
又
沼
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
二
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
四
号



告 
 

示 

  
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
猟
法
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

荒
川
指
定
猟
法
禁
止
区
域 

二 

区
域 

 
 

深
谷
市
田
中
字
西
台
地
内
に
お
い
て
、
秩
父
鉄
道
と
深
谷
市
道
川
Ａ
―
二
百
十
九
号
線
と
の

交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一
般
国
道
百
四
十
号
と
の
接

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
国
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
深
谷
嵐
山
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
右
岸
河
川
境
界
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
右
岸
河
川
境
界
に
沿
っ
て
南
西
に
進
み
、
深
谷
市
と
大
里
郡
寄

居
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
寄
居
町
道
二
百

十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
寄
居
町
道
四
千
八

十
一
号
線
の
延
長
線
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
南
に
進
み
、
寄
居
町
道
四
千
八
十
二
号
線
と
の
交

点
を
経
て
、
同
地
点
か
ら
寄
居
町
道
四
千
八
十
一
号
線
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
寄
居
町
道
四
千

八
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
寄
居
町
道
百
十

八
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
寄
居
町
道
四
千
二
十

五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
寄
居
町
道
四
千
五
十

六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
東
武
鉄
道
東
上
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
鉄
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
一
級
河
川
塩
沢
川
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
川
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
右
岸
と
の
合
流
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
一
級
河
川
塩
沢
川
の
延
長
線
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
深
谷
市
と
大
里
郡
寄
居
町

の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
幹
九
号

線
の
終
点
か
ら
の
延
長
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
延
長
線
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、

深
谷
市
道
花
幹
九
号
線
の
終
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
深
谷
市

道
花
支
二
―
三
百
五
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進

み
、
深
谷
市
道
花
支
二
―
三
百
五
十
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
北
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
支
二
―
三
百
五
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市

道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
幹
六
十
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市

道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
左
岸
管
理
用
道
路
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら

同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
支
三
―
四
百
六
十
号
線
の
終
点
と
の
接
点

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
五
号



に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
支
三
―
四
百
六
十
一
号

線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
左
岸
河

川
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
左
岸
河
川
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
深
谷
市

道
花
支
三
―
二
百
六
十
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進

み
、
深
谷
市
道
花
支
三
―
二
百
六
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ

て
北
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
支
三
―
二
百
五
十
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同

市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
支
三
―
三
百
七
十
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同

地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
深
谷
市
道
花
支
三
―
三
百
七
十
号
線
と
の
接
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
左
岸
河
川
境
界
と
の
接
点

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
左
岸
河
川
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
大
里
郡
花
園
町
（
旧
）
と
同

郡
川
本
町
（
旧
）
の
境
界
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
秩

父
鉄
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
秩
父
鉄
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で

囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
熊
谷
市
久
下
地
内
に
お
い
て
、
一
般
県
道
胄
山
熊
谷
線
（
新
）
と
一
級

河
川
荒
川
左
岸
の
河
川
境
界
付
近
に
設
置
さ
れ
て
い
る
堤
防
表
法
先
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、

同
地
点
か
ら
同
表
法
先
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
熊
谷
市
と
鴻
巣
市
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
熊
谷
市
と
鴻
巣
市
の
境
界
と
一
級
河
川
荒
川
左
岸
河
川
境
界
と
同
河
川
左
岸
堤

防
上
の
管
理
用
道
路
と
の
交
点
を
結
ぶ
線
を
北
東
に
進
み
、
同
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
一

級
河
川
荒
川
左
岸
堤
防
上
の
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
九
十
二
号
線

の
終
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
鴻
巣
市
道
吹
千
十
三
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
八
号
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
同
市
道
の
起
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
鴻

巣
市
道
吹
千
八
号
線
と
県
道
行
田
東
松
山
線
を
結
ぶ
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
鴻
巣

市
道
吹
千
二
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻

巣
市
道
吹
千
三
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
鴻

巣
市
道
吹
千
三
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
同

市
道
の
終
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
南
に
延
長
し
た
直
線
に
沿
っ
て
進
み
、
鴻
巣
市
と
比
企
郡

吉
見
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
鴻
巣
市
と
比
企
郡
吉
見
町
と
の
境
界
に
沿
っ

て
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
と
比
企
郡
吉
見
町
と
熊
谷
市
と
の
境
界
と
熊
谷
市
道
大
里
九
百
九
十
九

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
熊
谷
市
道
大
里
九
号

線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
左
岸
堤

防
上
の
管
理
用
道
路
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、

熊
谷
市
道
大
里
千
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、

熊
谷
市
道
大
里
七
百
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、

熊
谷
市
道
大
里
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
一



般
県
道
胄
山
熊
谷
線
（
旧
）
と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北
西
の
ち
北

に
進
み
、
熊
谷
市
（
旧
）
と
大
里
郡
大
里
町
（
旧
）
と
の
境
界
付
近
に
位
置
す
る
一
級
河
川
荒

川
右
岸
堤
外
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
南
東
に

進
み
、
一
般
県
道
胄
山
熊
谷
線
（
新
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
県
道
に
沿
っ
て
北

東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
北
足
立
郡
吹
上
町
（
旧
）
と
鴻
巣
市
（
旧
）

と
比
企
郡
吉
見
町
と
の
境
界
を
起
点
と
し
て
、
同
地
点
か
ら
鴻
巣
市
と
比
企
郡
吉
見
町
と
の
境

界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
荒
川
と
鴻
巣
市
道
吹
千
五
十
五
号
線
を
結
ぶ
管
理
用
道
路
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
を
北
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
五
十
五
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
五
十
八
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
同
市
道
と
鴻
巣
市
道
吹
千
九
十

三
号
線
を
結
ぶ
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
管
理
用
道
路
に
沿
っ
て
北
東

に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
九
十
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南

東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
吹
千
八
十
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て

南
に
進
み
、
北
足
立
郡
吹
上
町
（
旧
）
と
鴻
巣
市
（
旧
）
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
比
企
郡
川
島

町

大

字

山

ヶ

谷

戸

地

内

に

お

け

る

主

要

地

方

道

川

越

栗

橋

線

と 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
級
河
川
荒
川
右
岸
堤
防
堤
内
法
下
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

右
岸
堤
防
堤
内
法
下
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
川
島
町
道
二
千
三
百
七
十
七
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
同
町
道 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
北
東
に
延
長
し
た
直
線
と
比
企
郡
川
島
町
と
比
企
郡
吉
見
町
と
の
境
界
と
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

交
点
に
至
り
、
同
境
界
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
右
岸
堤
防
堤
内 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
下
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
比
企
東
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
沿
っ
て
北
の
ち
北
西
に
進
み
、
一
般
県
道
さ
い
た
ま
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園
自 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

転
車
道
線
に
隣
接
し
た
一
級
河
川
荒
川
右
岸
堤
防
堤
内
法
下
と
の
交
点
に
至
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
地
点
か
ら
同
右
岸
堤
防
堤
内
法
下
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
東 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松
山
鴻
巣
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

み
、
北
荒
川
緑
地
公
園
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
と
の
交
点
に
至
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
地
点
か
ら
同
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
に
沿
っ
て
東
の
ち
北
東
の
ち 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
の
ち
北
東
に
進
み
、
比
企
郡
吉
見
町
と
鴻
巣
市
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
主
要
地
方
道
東
松
山
鴻
巣
線
と 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
比
企
郡
吉
見
町
と
鴻
巣
市

と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て
北
西
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｄ
百
二
十
八
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｄ
十
八
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
東
に
進
み
、
鴻
巣
市
道
Ｄ
百
十
二
号
線



と
の
接
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
鴻
巣
市
と
北
本
市
と
の
境
界

と
北
本
市
道
五
千
十
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、

北
本
市
道
五
千
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
荒
川
に
向
か
う
管
理
用
道
路
に
沿
っ

て
南
に
進
み
、
北
本
市
と
比
企
郡
吉
見
町
と
の
境
界
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
境
界
に
沿
っ
て

南
に
進
み
、
一
級
河
川
荒
川
右
岸
堤
防
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
右
岸
堤
防
に
沿
っ

て
南
に
進
み
、
北
本
市
と
比
企
郡
川
島
町
と
の
境
界
と
北
本
市
道
四
千
百
三
十
四
号
線
を
西
へ

延
長
し
た
直
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
延
長
線
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
北
本
市
道

四
千
百
三
十
四
号
線
に
入
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
北
本
市
道
百
二
十

四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
北
本
市
と
桶
川
市
と

の
境
界
と
桶
川
市
道
六
十
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
南
に
進

み
、
主
要
地
方
道
さ
い
た
ま
鴻
巣
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て
南

東
に
進
み
、
主
要
地
方
道
川
越
栗
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
地
方
道
に
沿
っ
て

西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
、
比
企
郡
川
島
町
大
字
出
丸
中
郷
地
内
に

お
け
る
川
島
町
道
五
千
六
百
七
十
三
号
線
と
一
級
河
川
荒
川
右
岸
堤
防
堤
内
法
下
と
の
交
点

を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
同
右
岸
堤
防
堤
内
法
下
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、
川
島
町
道
十
二
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
町
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、
桶
川
市
と
川
島
町
の
境

界
と
桶
川
市
道
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
市
道
に
沿
っ
て
北
東
に
進
み
、

一
級
河
川
荒
川
河
道
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
河
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
川
島
町
道
五
千
六

百
七
十
三
号
線
を
東
へ
延
長
し
た
直
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
延
長
線
に
沿
っ
て

西
に
進
み
、
川
島
町
道
五
千
六
百
七
十
三
号
線
に
入
り
、
同
町
道
に
沿
っ
て
西
に
進
み
、
起
点

に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
（
二
千
十
九
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
指
定
猟
法 

 
 

鉛
散
弾
を
使
用
す
る
猟
法 

 
 

 

    



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
越
谷
駅
東
口
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
設 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
六
百
六
十
八
番
地
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

東
武
鉄
道
株
式
会
社 

取
締
役
社
長 

根
津
嘉
澄 

 
 

 
 

東
京
都
墨
田
区
押
上
一
丁
目
一
番
二
号 

 
 

 
 

森
田
朝
治 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
十
三
番
五
号 

 
 

 
 

小
幡
美
喜
子 

 
 

 
 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町
一
丁
目
九
番
一
号 

 
 

 
 

濱
野
順
之
助 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
九
番
八
―
五
百
一
号 

 
 

 
 

澁
谷
輝
子 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
東
越
谷
二
丁
目
四
番
地
五 

 
 

 
 

呉
仁
皓 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
赤
山
町
一
丁
目
百
三
十
三
番
地
一 

 
 

 
 

髙
藤
百
合
子 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
十
二
番
二
十
六
号 

 
 

 
 

髙
藤
矤 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
十
二
番
二
十
六
号 

 
 

 
 

小
野
寺
茂
夫 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
中
町
十
番
三
号 

 
 

 
 

都
築
ア
イ 

 
 

 
 

東
京
都
世
田
谷
区
南
烏
山
二
丁
目
七
番
十
一
―
二
百
一
号 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
六
号



 
 

 
 

都
築
康
子 

 
 

 
 

東
京
都
世
田
谷
区
南
烏
山
二
丁
目
七
番
十
一
―
二
百
一
号 

 
 

 
 

都
築
邦
子 

 
 

 
 

東
京
都
世
田
谷
区
南
烏
山
二
丁
目
七
番
十
一
―
二
百
一
号 

 
 

 
 

公
共
シ
ィ
ー
・
ア
ー
ル
・
イ
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

山
下
修
平 

 
 

 
 

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
四
番
十
二
号 

 
 

 
 

有
限
会
社
花
田
や
製
菓 

代
表
取
締
役 

藤
田
路
子 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
九
番
三
十
三
号 

 
 

 
 

荻
野
登
喜
子 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
赤
山
町
三
丁
目
七
十
三
番
地
一 

 
 

 
 

荻
野
一
郎 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
赤
山
町
三
丁
目
七
十
三
番
地
一 

 
 

 
 

鈴
木
健
治 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
東
越
谷
六
丁
目
二
百
八
番
地 

 
 

 
 

鈴
木
良
之 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
東
越
谷
六
丁
目
二
百
八
番
地 

 
 

 
 

関
口
元
正 

 
 

 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
金
沢
区
富
岡
東
三
丁
目
八
番
二
十
号 

 
 

 
 

大
野
光
政 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
宮
本
町
一
丁
目
一
番
地 

 
 

 
 

小
澤
昇
治 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
九
番
七
号 

 
 

 
 

黒
田
浩 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
九
番
六
号 

 
 

 
 

鄭

進 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
九
番
十
号 

 
 

 
 

髙
野
富
美 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
赤
山
町
一
丁
目
四
番
地 

 
 

 
 

株
式
会
社
サ
ン
ミ 

代
表
取
締
役 

桐
明
治
幸 

 
 

 
 

東
京
都
江
戸
川
区
西
小
岩
一
丁
目
二
十
七
番
二
十
二
号 

 
 

 
 

海
野
ビ
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

会
田
圭 

 
 

 
 

東
京
都
中
央
区
銀
座
六
丁
目
六
番
一
号 

 
 

 
 

株
式
会
社
丸
愛 

代
表
取
締
役 

丹
下
浩
延 

 
 

 
 

東
京
都
足
立
区
千
住
中
居
町
九
番
二
号 



 
 

 
 

井
坂
亜
規
子 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
九
番
二
十
号 

 
 

 
 

浜
野
産
業
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

浜
野
順
之
助 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
九
番
八
号 

 
 

 
 

セ
コ
ム
ホ
ー
ム
ラ
イ
フ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

伊
東
孝
之 

 
 

 
 

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
四
丁
目
十
九
番
十
二
号 

 
 

 
 

株
式
会
社
丸
愛 

代
表
取
締
役 

丹
下
浩
延 

 
 

 
 

東
京
都
足
立
区
千
住
中
居
町
九
番
二
号 

 
 

 
 

越
谷
駅
東
口
市
街
地
再
開
発
組
合 

理
事
長 

高
藤
矤 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
十
一
番
五
号 

 
 

 
 

福
井
隆
夫 

 
 

 
 

東
京
都
港
区
白
金
一
丁
目
十
七
番
一
号
―
二
千
二
百
八
号 

 
 

 
 

福
井
明
子 

 
 

 
 

東
京
都
港
区
白
金
一
丁
目
十
七
番
一
号
―
二
千
二
百
八
号 

 
 

 
 

大
野
善
典 

 
 

 
 

東
京
都
足
立
区
保
木
間
五
丁
目
三
十
七
番
十
六
号 

 
 

 
 

大
野
恭
子 

 
 

 
 

東
京
都
足
立
区
保
木
間
五
丁
目
三
十
七
番
十
六
号 

 
 

 
 

横
田
信
子 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ヶ
谷
三
丁
目
二
番
四
十
一
号 

 
 

 
 

横
田
典
男 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ヶ
谷
三
丁
目
二
番
四
十
一
号 

 
 

 
 

横
川
良
子 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
蒲
生
寿
町
二
番
十
号
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
プ
南
越
谷
Ａ
―
六
百
十
七 

 
 

 
 

山
崎
廣
子 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
七
番
二
十
一
号 

 
 

 
 

田
園
住
宅
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

小
川
幸
治 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ヶ
谷
二
丁
目
一
番
一
号 

 
 

 
 

有
限
会
社
よ
こ
た 

代
表
取
締
役 

横
田
信
子 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ヶ
谷
三
丁
目
二
番
四
十
一
号 

 
 

 
 

越
谷
市
長 

高
橋
努 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ヶ
谷
四
丁
目
二
番
一
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

未
定 



 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日 

 
ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 
七
千
九
百
四
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
〇
三
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 
収
容
台
数 

一
五
六
五
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

一
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

四
九
立
法
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 
 

午
前
〇
時
か
ら
翌
午
前
〇
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
〇
時
か
ら
翌
午
前
〇
時 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 



 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
七
日
ま
で 

 
ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

備
前
渠
用
水
路
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職 

名 
 

 

氏 
 

 
名 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理 

事 
 

原 

口 
 

 
信 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
飯
塚
三
百
九
十
二
番
地 

    

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
七
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
土
地
改
良
区
の
解
散
を
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名 

称 

 
 

庄
内
古
川
悪
水
路
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

北
葛
飾
郡
杉
戸
町 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
八
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
〇
九
―
二
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
針
ヶ
谷
字
南
通
五
百
十
四
番
地
一 

外
七
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

二
千
二
百
九
十
五
・
三
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
九
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

              

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
号



１ 購入等件名及び数量  

  埼玉県立川の博物館アドベンチャーシアター展示改修業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課文化財活用・博物館担当 埼玉県

さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

平成23年８月30日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２丁目３番４号  

５ 落札金額  

109,095,000円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

平成23年７月19日  

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
一
号



１ 購入等件名及び数量  

  カーロケータシステム指令台装置の賃貸借 一式  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第二係 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

  平成23年８月24日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  日通商事株式会社 東京都中央区築地５丁目６番10号 

５ 落札金額  

  121,999,500円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

  一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

  平成23年７月５日  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

野 

川 

達 

哉 

  
 

 
 

 
 



 

上
中
森
鴻
巣
線 

路 
線 

名 

 

鴻
巣
市
大
字
袋
字
東
谷
一
七
五
〇
番
地

先
か
ら
同
市
大
字
袋
字
中
一
八
一
一
番

三
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 

供
用
開
始
の
期
日 

 
 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

が
行
う
武
蔵
水
路
改
築
工
事

に
伴
う
迂
回
道
路 

 

備 

考 



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 
 

 

学 
 

 
 



  

上
中
森
鴻
巣
線 

路
線
名 

行
田
市
長
野
三
丁
目
四
番 

地
先
か
ら 

 
同
市
長
野
三
丁
目
一
八
番 

地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
付
け
埼
玉

県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

二
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域
の
供
用

開
始
で
あ
る
。 

延
長
三
四
九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル 

（
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
が
行

う
武
蔵
水
路
改
築
工
事
に
伴
う
迂
回

道
路
） 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 
 

 

学 
 

 
 



  

上
中
森
鴻
巣
線 

路
線
名 

行
田
市
大
字
堤
根
字
代
官
田 

通
一
一
七
六
番
地
先
か
ら 

 
同
市
大
字
堤
根
字
代
官
田
通 

一
一
八
二
番
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日
付
け
埼
玉

県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

三
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域
の
供
用

開
始
で
あ
る
。 

延
長
七
七
・
八
九
メ
ー
ト
ル 

（
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
が
行

う
武
蔵
水
路
改
築
工
事
に
伴
う
迂
回

道
路
） 

備  

 

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
十
九
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

      



 

  

十
三
号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
三
年
十
月

十
四
日 

 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
六
百
十
九
ノ
二
～
六
百
一
ノ
十
一 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
六
百
六
ノ
二
十
～
六
百
六
ノ
二
十
三 

指

定

道

路

の

位

置 

二
十
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

 
 
 
 
 
 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

十
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
十
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

      



 

  

十
四
号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
三
年
十
月

十
四
日 

 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
四
百
三
十
八
ノ
九
～
四
百
二
十
ノ
五 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
四
百
二
十
ノ
五
～
四
百
二
十
九
ノ
一 

指

定

道

路

の

位

置 

七
十
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

二
十
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

 
 
 
 
 
 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
〇
〇
〇
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日 

 
 

川
建
セ
第
二
三
〇
〇
六
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
高
谷
字
関
下
三
八
七
番
三
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
高
谷
三
八
四
番
地
二 

 

 
 

岡
部 

透 

 
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
八
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
八
一
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
九
日 

 
 

越
建
セ
第
二
六
五
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
杉
戸
字
十
八
丁
二
千
八
百
五
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
宮
代
二
―
六
―
三
四
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
岩
崎
一
〇
三 

 
 

鈴
木 

遼
太 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
八
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

石 

田 

義 

明 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び数量 

(1) 水道用ポリ塩化アルミニウム 9,196 トン 

(2) 水道用液体塩素    909 トン 

(3) 水道用次亜塩素酸ナトリウム 1,111 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１４番２１号 

３  契約期間 

１の購入等物件について 

 平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日まで 

４ 納入場所 

  １の購入等物件について 

(1)アイウエオ 

(2)アイウ 

(3)エオ 

納入場所ア～オは以下のとおり  

ア 埼玉県大久保浄水場 

イ 埼玉県庄和浄水場 

ウ 埼玉県行田浄水場 

エ 埼玉県新三郷浄水場 

オ 埼玉県吉見浄水場 

５ 落札者を決定した日 

  平成２３年９月２１日 

６ 落札者の氏名及び住所 

   １の購入等物件について 

 (1) 川口薬品化学株式会社 

    埼玉県川口市川口５丁目１２番３４号 

  (2) フジオックス株式会社 越谷営業所 

    埼玉県越谷市蒲生西２丁目１２番５号 

  (3) 川口薬品化学株式会社 

    埼玉県川口市川口５丁目１２番３４号 

７ 落札金額 

   １の購入等物件について 

(1) １トン当たり  １９，３２０円 

(2) １トン当たり ７０，３５０円 

(3) １トン当たり ５２，５００円 

８ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札  



９ 入札の公告を行った日 

  平成２３年８月５日 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
四
十
四
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

之
平 

伸 

一 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 
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